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2一般質問は、質問者本人の原稿を尊重し編集しています。

令和５年 第４回定例会
会期　12月5日（火）〜11日（月）

12/5 一般質問

12/6 一般質問
委員会調査　産業厚生常任委員会

12/7 議案審議等
　�議案10件（新規･条例改正）、発議（決議）
委員会審査・調査
　議会タブレット運用推進特別委員会
　総務文教常任委員会（条例）
　産業厚生常任委員会（条例）

12/8 委員会審査
　�総務文教常任委員会（条例）
　産業厚生常任委員会（条例）

12/11 議案審議等
　�委員会報告6件（条例）、議案13件（指定管理、補
正予算、名誉町民、同意）、発議（条例）、報告ほか

　町では、一般質問の録画映像をYouTubeにて公開しています。
　スマートフォン等をご利用の方は、各議員のＱＲコードを読み取りご覧ください。パソコン等から視聴され
る方は「松田町議会 YouTube」と検索していただくと、ご覧いただけます。

　町長等の執行者に対して、町政全般の事務事業等の執行状況や政策方針などを聞くことが一般質問です。

⑴　

10
月
に
地
元
新
松
田
自

治
会
に
対
す
る
説
明
会
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

　

町
の
説
明
に
町
民
の
要
望

を
汲
み
取
り
駅
周
辺
整
備
事

業
・
再
開
発
事
業
に
盛
り
込

ん
で
欲
し
い
と
い
う
声
が
聞

こ
え
て
い
ま
し
た
。

　

駅
周
辺
整
備
事
業
に
つ
い

て
一
般
質
問
を
重
ね
て
い
ま

す
が
、
町
の
最
大
事
業
で
あ

る
駅
前
広
場
整
備
・
再
開
発

事
業
に
つ
い
て
、
次
の
点
を

お
伺
い
し
ま
す
。
町
民
が
理

解
し
て
い
る
ま
ち
づ
く
り
の

将
来
像
な
の
か
。
町
民
の
要

望
が
反
映
し
て
い
る
事
業
な

の
か
。
今
後
町
は
ど
う
町
民

の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
と
っ
て

い
く
の
か
。

⑵　

Ａ
Ⅰ
オ
ン
デ
マ
ン
ド
交

通
の
試
験
運
行
と
し
て
、
事

業
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
が
、

高
齢
者
か
ら
事
業
継
続
の
要

望
が
多
い
「
高
齢
者
等
福
祉

タ
ク
シ
ー
助
成
」
に
つ
い
て
、

今
後
ど
の
よ
う
に
事
業
執
行

さ
れ
る
の
か
お
伺
い
し
ま
す
。

新松田駅整備まちづくり
の将来像は既定の整備構
想・基本計画

回答（町長）

⑴　

ま
ち
づ
く
り
の
将
来
像

に
つ
い
て
は
、
令
和
元
年
に

策
定
し
た
「
駅
周
辺
整
備
基

本
構
想
・
基
本
計
画
」
で
あ

る
。
事
業
の
具
体
化
に
向
け
、

町
民
か
ら
の
意
見
を
情
報
共

有
し
、
検
討
を
進
め
る
。

　

再
開
発
事
業
で
は
「
町
民

の
要
望
を
汲
み
取
る
」
主
体

は
再
開
発
準
備
組
合
で
あ
り
、

町
の
一
存
で
決
定
し
な
い
。

　

ど
の
よ
う
に
町
民
の
コ
ン

セ
ン
サ
ス
を
得
る
の
か
に
つ

い
て
は
、
今
後
町
は
、
説
明

会
・
広
報
紙
・
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
、
マ
ス
コ
ミ
で
情
報
共
有

を
図
っ
て
い
く
。

⑵　

高
齢
者
等
タ
ク
シ
ー
助

成
事
業
は
予
算
計
上
の
と
お

り
12
月
末
で
終
了
し
、
タ
ク

シ
ー
初
乗
り
料
金
助
成
の
利

用
者
の
要
望
が
あ
り
、
同
じ

対
象
者
に
Ａ
Ⅰ
デ
マ
ン
ド
バ

ス
の
利
用
料
金
を
１
回
一
〇

〇
円
で
月
８
回
利
用
で
き
る

新
た
な
支
援
事
業
を
始
め
る
。

　

第
４
回
定
例
会
は
、
12
月
５
日
か
ら
11
日
ま
で
の

７
日
間
の
会
期
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
一
般
質
問
の

ほ
か
、
条
例
（
新
設
１
件
・
一
部
改
正
９
件
）、
指

定
管
理
者
の
指
定
４
件
、
補
正
予
算
６
件
、
名
誉
町

民
の
推
挙
１
件
、
同
意
２
件
、
発
議
２
件
を
審
議
し

ま
し
た
。

　

産
業
厚
生
常
任
委
員
会
に
付
託
し
て
審
査
を
し
ま

し
た
条
例
の
う
ち
、「
松
田
町
西
平
畑
公
園
の
管
理

に
関
す
る
条
例
」、「
松
田
町
公
園
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
）」
は
、
継
続
審
査
と
な
り
ま
し
た
。

「
発
議
第
３
号
議
会
タ
ブ
レ
ッ
ト
運
用
推
進
特
別

委
員
会
設
置
に
関
す
る
決
議
の
提
出
に
つ
い
て
」
を

可
決
し
、
委
員
の
選
出
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、「
発

議
第
４
号
町
長
の
専
決
処
分
事
項
に
関
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て
」
を
可
決
し
ま
し
た
。

新
松
田
駅
周
辺
整
備
事
業
及
び
高
齢
者
等

福
祉
タ
ク
シ
ー
助
成
事
業
に
つ
い
て

質
問
者

　
井
上
　
栄
一
　
議
員

運行中のAIオンデマンドバス
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⑴　

路
線
バ
ス
の
維
持
確
保

な
ど
を
含
め
た
、
持
続
可
能

な
公
共
交
通
の
構
築
を
図
る

た
め
に
地
域
公
共
交
通
計
画

の
策
定
状
況
に
つ
い
て
伺
う
。

⑵　

オ
ン
デ
マ
ン
ド
バ
ス

「
の
る
ー
と
足
柄
」
の
実
証

実
験
が
始
ま
っ
た
。
現
在
の

利
用
状
況
等
に
つ
い
て
伺
う
。

⑶　

道
路
交
通
法
の
改
正
で

自
転
車
利
用
者
の
ヘ
ル
メ
ッ

ト
着
用
が
努
力
義
務
と
な
っ

た
。
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
率
向

上
を
図
る
た
め
に
購
入
費
用

の
一
部
を
補
助
す
る
考
え
は
。

オンデマンドバス利用
者の増加に向けた対策
を行っていく

回答（町長）

⑴　

新
た
な
計
画
素
案
の
作

成
に
つ
い
て
、
地
域
住
民
や

各
種
団
体
、
国
や
県
の
関
係

機
関
と
の
協
議
が
概
ね
整
っ

た
。
住
民
利
用
者
等
の
意
見

を
反
映
し
て
町
地
域
公
共
交

通
会
議
で
計
画
決
定
す
る
。

⑵　

利
用
状
況
は
本
年
11
月

20
日
現
在
、
パ
ス
ポ
ー
ト
登

録
件
数
51
件
、
延
べ
93
人
、

シ
ス
テ
ム
登
録
者
数
は
５
６

９
人
と
な
っ
て
い
る
。
１
日

当
た
り
80
人
ほ
ど
の
利
用
者

は
あ
る
が
ま
だ
ま
だ
少
な
い
。

利
用
者
の
増
加
に
向
け
た

様
々
な
対
策
を
行
っ
て
い
く
。

⑶　

先
進
自
治
体
や
関
係
機

関
と
の
意
見
交
換
を
行
っ
て

き
た
。
松
田
警
察
署
管
内
着

用
率
は
10
％
程
度
と
低
い
こ

と
か
ら
、
自
転
車
用
ヘ
ル
メ

ッ
ト
の
購
入
費
補
助
を
検
討

し
た
い
。

⑴　

第
６
次
総
合
計
画
後
期

ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

寄
地
区
の
ま
ち
づ
く
り
の
方

向
性
と
取
組
に
お
い
て
、
新

規
事
業
と
し
て
「
ス
ポ
ー
ツ

ツ
ー
リ
ズ
ム
の
推
進
」
が
位

置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
次

の
項
目
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

①　

今
年
３
月
に
「
ま
つ
だ

ス
ポ
ー
ツ
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
」

を
設
立
し
て
い
る
が
、
寄
地

区
に
お
け
る
今
後
の
「
ス
ポ

ー
ツ
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
推
進
」

の
取
組
内
容
に
つ
い
て
。

②
「
ス
ポ
ー
ツ
ツ
ー
リ
ズ

ム
の
推
進
」
に
伴
う
み
や
ま

運
動
広
場
や
寄
テ
ニ
ス
コ
ー

ト
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
方
向

性
に
つ
い
て
。

⑵　

自
然
休
養
村
の
啓
発
や

都
市
と
農
村
の
交
流
を
担
っ

て
き
た
寄
自
然
休
養
村
運
営

協
議
会
が
今
年
度
を
以
っ
て

解
散
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

今
後
、
寄
地
区
の
活
性
化
を

推
進
す
る
上
で
同
様
な
組
織

が
必
要
と
考
え
る
が
見
解
を

伺
い
た
い
。

既存施設を活用した
スポーツツーリズム
を推進します

回答（町長）

①　

寄
地
区
で
は
各
種
運
動

施
設
を
活
用
し
た
ス
ポ
ー
ツ

団
体
の
合
宿
誘
致
や
サ
ッ
カ

ー
大
会
の
開
催
を
実
施
す
る

予
定
で
あ
る
。

②　

み
や
ま
運
動
広
場
や
寄

テ
ニ
ス
コ
ー
ト
に
つ
い
て
は
、

ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
オ
ー
ル
シ

ー
ズ
ン
使
え
る
施
設
と
し
て
、

計
画
的
な
整
備
を
行
い
、
寄

地
区
の
新
た
な
魅
力
の
増
進
、

賑
わ
い
と
雇
用
の
創
出
に
つ

な
が
る
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
が
出

来
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

⑵　

寄
自
然
休
養
村
運
営
協

議
会
の
解
散
は
、
今
年
度

「
寄
地
区
活
性
化
協
議
会
」

を
設
置
し
、
様
々
な
ご
意
見
、

ご
提
案
を
伺
っ
て
い
る
矢
先

の
話
と
し
て
非
常
に
残
念
に

思
っ
て
い
る
。

　

町
と
し
て
は
、
運
営
協
議

会
や
自
治
会
長
、
み
や
ま
の

里
、
観
光
協
会
な
ど
関
係
団

体
に
意
見
を
伺
い
、
運
営
協

議
会
が
こ
れ
ま
で
や
っ
て
き

た
取
組
を
継
続
し
て
実
施
出

来
な
い
か
早
急
に
対
応
し
て

い
く
。

持
続
可
能
な
オ
ン
デ
マ
ン
ド
バ
ス

の
運
行
と
、自
転
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト

補
助
に
つ
い
て質

問
者

　
寺
嶋
　
正
　
議
員

こ
れ
か
ら
の
寄
地
区
の

�

ま
ち
づ
く
り
と
活
性
化
に
つ
い
て

質
問
者

　
中
津
川  

定
雄
　
議
員

寄自然休養村管理センター

令和5年12月22日開催  松田町地域公共交通会議
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⑴　

松
田
町
は
平
成
７
年
前

後
が
人
口
の
ピ
ー
ク
で
し
た

が
、
今
や
３
千
人
以
上
の
町

民
が
減
少
し
、
特
に
生
産
年

齢
人
口
の
減
少
と
若
年
女
性

層
の
流
出
が
顕
著
で
す
。
国

立
人
口
問
題
研
究
所
か
ら
は
、

約
17
年
後
に
は
町
民
減
少
に

よ
り
行
政
維
持
が
困
難
と
な

り
消
滅
し
か
ね
な
い
と
指
摘

さ
れ
て
居
り
ま
す
。
町
は
１

万
人
を
目
標
に
さ
れ
て
い
ま

す
が
方
策
を
お
聞
か
せ
く
だ

さ
い
。

⑵　

町
に
は
宅
地
利
用
可
能

な
町
有
地
が
ど
の
く
ら
い
あ

り
ま
す
か
。
町
有
地
を
利
用

し
て
高
層
化
住
宅
を
建
設
し
、

住
民
を
増
や
す
考
え
は
な
い

で
す
か
。
仲
町
屋
町
営
住
宅

の
土
地
な
ど
は
、
そ
の
可
能

性
が
あ
る
の
で
は
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
人
口
増
加
と
人
口

構
成
の
変
化
そ
し
て
松
田
町

の
活
性
化
の
一
歩
に
な
る
の

で
は
。
町
長
の
お
考
え
を
お

伺
い
い
た
し
ま
す
。

町民増加に
高層化は
有効だ

回答（町長）

⑴　

平
成
７
年
の

国
勢
調
査
で
は
、

１
万
３
２
７
０
人

で
し
た
が
本
年
の

人
口
統
計
調
査
で

は
１
万
３
２
０
人

で
減
少
ス
ピ
ー
ド

が
速
く
な
り
非
常

に
危
機
感
を
抱
い

て
い
る
。

　

国
立
人
口
問
題
研
究
所
に

よ
る
２
０
４
０
年
ま
で
に
消

滅
可
能
性
の
危
機
に
直
面
す

る
試
算
結
果
を
踏
ま
え
本
町

の
目
標
人
口
を
１
万
人
と
し

達
成
す
る
た
め
総
合
戦
略
に

３
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
位
置
付

け
、
小
児
医
療
費
助
成
な
ど

の
施
策
等
を
展
開
し
て
い
る
。

⑵　

高
層
化
住
宅
は
人
口
増

加
策
に
有
効
な
方
法
だ
。
町

営
仲
町
屋
住
宅
地
だ
け
で
な

く
他
の
町
有
地
も
民
間
事
業

者
へ
の
貸
付
け
や
売
却
、
ま

た
は
Ｐ
Ｆ
Ｉ
法
に
基
づ
く
官

民
連
携
の
手
法
な
ど
を
検
討

し
移
住
定
住
を
促
進
さ
せ
、

若
年
層
や
子
育
て
世
帯
の
人

口
を
増
加
さ
せ
る
た
め
に
も

住
宅
整
備
を
考
え
る
。

　

松
田
町
の
重
要
な
施
設
の

ひ
と
つ
で
あ
り
ま
す
松
田
町

健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
つ
い

て
の
あ
り
方
を
お
尋
ね
し
ま

す
。

⑴　

令
和
３
年
よ
り
松
田
町

健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
入
浴

施
設
に
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
ボ

イ
ラ
ー
が
導
入
さ
れ
ま
し
た

が
、
当
初
計
画
に
対
す
る
現

状
と
今
後
の
計
画
は
。

⑵　

松
田
町
社
会
福
祉
の
拠

点
と
も
い
え
る
松
田
町
健
康

福
祉
セ
ン
タ
ー
は
築
26
年
を

超
え
、
個
々
の
緊
急
的
な
修

繕
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
も

の
の
一
度
も
大
規
模
な
修
繕

工
事
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、

各
所
の
痛
み
が
ひ
ど
い
よ
う

で
す
。

　

乳
幼
児
健
診
か
ら
高
齢
者

検
診
ま
で
町
民
に
幅
広
く
利

用
さ
れ
て
い
る
施
設
で
あ
る

松
田
町
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

の
保
守
管
理
に
つ
い
て
、
今

後
の
町
の
考
え
方
を
お
尋
ね

い
た
し
ま
す
。

施設全体の運用など
見直したい

回答（町長）

⑴　

当
初
計
画
で
は
灯
油
20

％
（
56
万
８
千
円
）、
薪
80

％
（
１
２
９
万
円
）
の
使
用

計
画
で
あ
っ
た
が
、
令
和
４

年
度
の
実
績
と
し
て
は
、
コ

ロ
ナ
禍
で
の
影
響
に
伴
い
、

週
５
日
の
稼
働
と
な
っ
た
た

め
、
灯
油
78
％
（
70
万
５
千

円
）、
薪
22
％
（
19
万
８
千

円
）
で
あ
っ
た
。
今
後
は
指

摘
部
分
の
改
善
な
ど
行
い
、

薪
利
用
の
比
率
を
高
め
、
Ｃ

Ｏ
２
削
減
に
努
め
た
い
。

⑵　

町
の
計
画
で
は
健
康
福

祉
セ
ン
タ
ー
の
大
規
模
改
修

工
事
は
約
15
年
後
の
令
和
20

年
を
予
定
し
て
い
る
。

　

中
長
期
的
な
町
の
財
政
需

要
を
鑑
み
、
ま
た
本
施
設
の

改
修
工
事
を
行
う
場
合
、
全

額
に
近
い
額
が
町
の
負
担
と

な
る
た
め
、
す
ぐ
に
大
規
模

な
工
事
を
行
う
こ
と
は
難
し

く
、
公
共
施
設
等
整
備
基
金

へ
計
画
的
に
積
み
つ
つ
、
人

命
に
影
響
の
あ
る
設
備
に
つ

い
て
、
そ
の
都
度
優
先
的
に

工
事
等
を
行
う
。

松
田
町
の
人
口
問
題
に
つ
い
て

松
田
町
健
康
福
祉

�

セ
ン
タ
ー
の
あ
り
方
は

質
問
者

　
秋
田
谷  

光
彦
　
議
員

質
問
者

　
飯
田
　
一
　
議
員

町営町屋住宅（ラ・メゾンカラフル町屋）
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⑴　

町
内
に
ス
ー
パ
ー
マ
ー

ケ
ッ
ト
が
無
い
状
況
が
続
き
、

町
民
か
ら
も
ス
ー
パ
ー
が
欲

し
い
と
の
声
が
多
く
聞
こ
え
、

町
に
も
届
い
て
い
る
と
思
い

ま
す
。
現
状
と
対
策
な
ど
町

の
考
え
を
問
い
ま
す
。

⑵　

今
年
の
議
会
議
員
選
挙

で
も
投
票
率
が
前
回
割
れ
し
、

町
民
の
町
政
離
れ
が
進
ん
で

い
ま
す
。
多
く
の
方
に
町
政

に
参
画
し
て
も
ら
う
た
め
に

は
幼
い
こ
ろ
か
ら
触
れ
合
う

機
会
が
必
要
と
考
え
ま
す
。

そ
こ
で
そ
の
よ
う
な
場
の
提

供
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
計

画
を
さ
れ
て
い
る
か
町
の
考

え
を
問
い
ま
す
。

⑶　

来
年
度
以
降
も
充
実
し

た
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
た
め
に

は
財
源
確
保
が
必
須
で
す
。

　

そ
の
た
め
に
は
ふ
る
さ
と

納
税
の
寄
付
額
な
ど
増
加
策

が
必
要
と
考
え
ま
す
。
来
年

度
の
予
算
確
保
に
つ
い
て
ど

の
よ
う
な
方
策
を
お
考
え
か

を
問
い
ま
す
。

新松田駅にスーパー
ができるように
働きかける！

回答（町長）

⑴　

今
年
度
、
町
民
か
ら
広

く
意
見
を
聞
く
た
め
に
買
い

物
環
境
向
上
協
議
会
を
開
催

し
、
現
状
を
把
握
し
た
。
そ

の
結
果
、
今
後
の
対
策
と
し

て
短
期
的
に
は
「
町
内
で
利

用
可
能
な
買
い
物
に
つ
い
て

の
情
報
収
集
と
情
報
提
供
」

を
、
中
期
的
に
は
、「
新
松

田
駅
前
再
開
発
計
画
に
ス
ー

パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
誘
致
」

を
働
き
か
け
て
い
く
。

⑵　

令
和
４
年
度
か
ら
子
ど

も
カ
フ
ェ
を
行
い
、
全
て
の

ご
意
見
等
に
対
し
て
、
検
討

し
て
い
る
。
引
き
続
き
、
意

見
が
カ
タ
チ
に
な
っ
て
い
く

こ
と
で
、
ま
ち
づ
く
り
の
一

翼
を
担
っ
て
い
る
こ
と
を
実

感
し
て
頂
く
こ
と
で
町
政
へ

の
参
画
を
促
し
て
い
く
。

　

ま
た
、
議
会
に
協
力
を
求

め
、
子
ど
も
議
会
の
開
催
も

行
う
。

⑶　

個
人
か
ら
の
ふ
る
さ
と

納
税
増
加
策
と
し
て
は
、
地

ビ
ー
ル
や
ジ
ビ
エ
肉
等
の
商

品
開
発
、
ゴ
ル
フ
場
に
ふ
る

さ
と
納
税
自
販
機
の
設
置
を

行
い
、
増
額
を
目
指
す
。

　

ま
た
、
企
業
版
ふ
る
さ
と

納
税
に
つ
い
て
は
、
寄
附
を

促
す
事
業
者
を
公
募
す
る
こ

と
で
財
源
確
保
の
体
制
強
化

を
行
う
。

　

松
田
町
立
松
田
中
学
校
校

舎
大
規
模
改
修
工
事
に
つ
い

て
お
伺
い
い
た
し
ま
す
。

⑴　

工
事
の
詳
細
に
つ
い
て
、

図
面
等
で
の
説
明
は
可
能
で

す
か
。

⑵　

こ
の
工
事
に
よ
っ
て
、

こ
の
補
修
工
事
終
了
後
の
補

修
や
建
て
替
え
工
事
に
つ
い

て
、
ど
の
よ
う
な
制
約
が
発

生
し
ま
す
か
。

⑶　

こ
の
松
田
中
学
校
の
建

て
替
え
は
、
松
田
小
学
校
の

建
て
替
え
以
前
に
懸
案
事
項

と
さ
れ
て
お
り
、
学
校
現
場
、

保
護
者
、
地
域
は
松
田
中
学

校
の
新
校
舎
の
機
能
に
つ
い

て
様
々
な
意
見
が
あ
り
ま
し

た
が
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に

聴
き
取
り
ま
し
た
か
。
ま
た
、

ど
の
よ
う
な
意
見
が
あ
り
ま

し
た
か
。

今後も学校と相談
しながら工事を
進める

回答（町長）

⑴　

現
在
行
っ
て
い
る
工
事

に
つ
い
て
、
図
面
で
の
説
明

は
可
能
で
あ
る
。

⑵　

今
回
の
大
規
模
改
修
は
、

国
の
「
学
校
施
設
環
境
改
善

交
付
金
」
を
活
用
し
て
い
る
。

よ
っ
て
、
10
年
以
内
の
建
て

替
え
な
ど
は
、
国
庫
納
付
を

要
す
る
な
ど
の
制
約
が
発
生

す
る
。
今
回
は
30
年
以
上
、

先
を
見
据
え
た
改
修
を
行
っ

て
い
る
。

⑶　

今
回
の
大
規
模
改
修
に

際
し
て
は
、
中
学
校
長
を
は

じ
め
と
す
る
先
生
や
保
護
者

か
ら
の
ご
要
望
な
ど
に
つ
い

て
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
っ
た

の
ち
、
設
計
に
反
映
さ
せ
る

手
順
で
進
め
て
き
た
。
主
な

要
望
と
し
て
は
、
特
別
教
室

棟
へ
の
空
調
機
の
設
置
、
キ

ュ
ー
ビ
ク
ル
の
増
強
、
本
校

舎
へ
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
設

置
、
廊
下
や
壁
の
ひ
び
割
れ

補
修
、
ト
イ
レ
の
洋
式
化
、

教
室
の
窓
の
ア
ル
ミ
サ
ッ
シ

の
交
換
や
網
戸
の
設
置
、
教

室
黒
板
や
下
駄
箱
の
取
替
え

な
ど
が
あ
っ
た
。

　

今
後
も
、
学
校
と
相
談
し

な
が
ら
工
事
を
進
め
る
。

買
い
物
対
策
・
町
政
参
画
へ
の

�
推
進
策
・
財
源
確
保
に
つ
い
て

松
田
町
に
お
け
る
学
校
教
育
の

�

教
育
条
件
整
備
に
つ
い
て

質
問
者

　
北
村
　
和
士
　
議
員

質
問
者

　
吉
田
　
功
　
議
員

大規模改修工事中の松田中学校校舎
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⑴
「
企
業
版
ふ
る
さ
と
納

税
」
は
令
和
６
年
度
で
終
了

と
な
り
ま
す
。
町
の
財
政
運

営
の
一
助
と
な
る
こ
の
事
業

に
向
け
て
の
地
域
再
生
計
画

の
策
定
状
況
と
今
後
の
「
企

業
版
ふ
る
さ
と
納
税
」
の
活

用
に
つ
い
て
問
い
ま
す
。

⑵　

令
和
３
年
10
月
に
、
フ

ー
ド
バ
ン
ク
事
業
が
始
ま
り

ま
し
た
が
現
在
中
断
さ
れ
て

い
ま
す
。
物
価
が
高
騰
し
て

い
る
中
、
生
活
が
困
窮
さ
れ

て
い
る
方
の
た
め
に
フ
ー
ド

バ
ン
ク
事
業
を
再
開
す
る
お

考
え
は
あ
り
ま
す
か
。

企業版ふるさと納税と
フードバンク事業の
取り組みを促進

回答（町長）

⑴　

企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税

の
地
域
再
生
計
画
は
、
令
和

２
年
に
松
田
町
総
合
戦
略
に

位
置
付
け
、
町
を
育
む
内
容

の
６
項
目
で
策
定
し
、
現
在

ま
で
13
件
３
９
４
０
万
円
の

寄
附
が
あ
っ
た
。
今
後
企
業

版
ふ
る
さ
と
納
税
の
取
り
組

み
と
し
て
、
ま
ず
町
を
知
っ

て
も
ら
う
努
力
を
し
、
そ
こ

か
ら
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税

の
寄
附
に
結
び
付
け
て
い
く
。

⑵　

町
で
は
、
令
和
３
年
か

ら
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
報
徳
食
品
支

援
セ
ン
タ
ー
と
連
携
し
、
生

涯
学
習
セ
ン
タ
ー
１
階
に
冷

凍
庫
を
設
置
し
、
生
活
困
窮

者
に
食
品
の
提
供
を
行
っ
て

き
た
。
し
か
し
令
和
４
年
度

に
は
、
制
度
上
に
問
題
が
生

じ
継
続
す
る
こ
と
が
困
難
に

な
っ
た
。
現
在
は
、
個
々
の

状
況
に
応
じ
そ
の
都
度
対
応

し
て
い
る
。
今
後
ル
ー
ル
を

作
り
、
食
糧
支
援
を
必
要
と

し
て
い
る
方
に
食
品
が
届
く

よ
う
に
し
て
い
く
。

⑴　

松
田
町
民
の
生
命
と
財

産
を
守
る
消
防
団
員
の
定
数

確
保
、
な
り
手
不
足
解
消
に

つ
い
て
質
問
し
ま
す
。

　

非
常
勤
特
別
職
の
地
方
公

務
員
と
し
て
地
域
の
防
災
行

政
に
携
わ
る
団
員
の
負
担
軽

減
を
考
え
、
自
治
会
役
員
の

免
除
（
組
長
免
除
等
）
な
ど

の
待
遇
改
善
を
し
て
い
く
事

は
如
何
か
を
問
い
ま
す
。

⑵　

現
在
の
団
員
の
構
成
状

況
を
み
る
と
、
役
場
職
員
の

構
成
比
率
も
高
く
、
大
規
模

災
害
時
に
行
政
で
の
災
害
対

応
を
優
先
す
る
事
に
な
り
、

実
際
の
現
場
で
の
対
応
が
出

来
る
団
員
が
少
な
く
な
る
。

こ
の
状
況
を
補
う
た
め
に
も

行
政
職
員
以
外
の
団
員
確
保

策
を
問
い
ま
す
。

⑶　

団
員
確
保
策
と
し
て
、

行
政
職
員
を
確
保
す
る
場
合
、

ど
の
役
職
ま
で
携
わ
る
事
が

可
能
か
問
い
ま
す
。

松田町消防団員の確保
に取り組んでいく

回答（町長）

⑴　

町
の
立
場
と
し
て
は
、

自
治
会
へ
お
伝
え
す
る
事
は

可
能
だ
が
、
強
制
力
が
な
い

の
で
、
両
団
体
の
バ
ラ
ン
ス

が
と
れ
る
よ
う
に
調
整
を
行

っ
て
い
く
。

⑵　

従
来
通
り
の
募
集
を
継

続
し
つ
つ
、
団
員
増
加
に
向

け
、
魅
力
向
上
を
図
り
、
団

員
確
保
に
取
り
組
ん
で
い
き

た
い
と
考
え
て
い
る
。

⑶　

課
長
級
職
は
、
災
害
な

ど
が
発
生
し
た
場
合
、
町
の

災
害
対
策
本
部
等
が
設
置
さ

れ
る
と
、
災
害
対
応
業
務
を

優
先
す
る
役
割
を
担
う
立
場

に
な
る
こ
と
か
ら
、
自
主
的

に
退
団
を
し
て
い
る
の
が
現

状
で
あ
る
。
消
防
団
の
階
級

は
、
分
団
長
ま
で
可
能
だ
と

考
え
ら
れ
る
が
、
災
害
等
の

発
生
時
に
分
団
を
指
揮
す
る

分
団
長
が
、
不
在
に
な
る
可

能
性
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
役

職
に
つ
い
て
は
慎
重
に
決
め

る
事
が
肝
要
か
と
考
え
る
。

「
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
」の

活
用
と
、フ
ー
ド
バ
ン
ク
事
業

�

再
開
に
つ
い
て
問
う

松
田
町
消
防
団
員
の
確
保
と

�

待
遇
等
に
つ
い
て

質
問
者

　
南
雲  

ま
さ
子
　
議
員

質
問
者

　
武
尾
　
哲
治
　
議
員

フードバンク事業の担当窓口

4年ぶりの酒匂川町民親水広場での出初式
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去
る
11
月
15
日
、
松
田
山

根
石
地
区
の
み
か
ん
畑
に
隣

接
す
る
山
林
内
で
、
く
く
り

り
罠
に
残
さ
れ
た
熊
の
前
脚

を
猟
友
会
が
確
認
し
ま
し
た
。

民
家
ま
で
僅
か
２
０
０
ｍ
程

の
所
で
起
こ
っ
た
こ
と
で
す
。

脚
を
ち
ぎ
っ
て
逃
げ
た
熊
は

推
定
80
㎏
程
と
の
こ
と
で
、

松
田
山
の
ど
こ
か
に
潜
ん
で

い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
次
の
対
策
に
つ

い
て
、
町
長
の
お
考
え
を
伺

い
ま
す
。

⑴　

生
活
圏
で
町
民
の
人
命

を
守
る
熊
対
策
に
つ
い
て
。

⑵　

熊
の
餌
資
源
と
な
る
ブ

ナ
や
コ
ナ
ラ
の
植
栽
計
画
に

つ
い
て
。

⑶　

今
回
の
熊
出
没
で
、

益
々
農
地
の
荒
廃
化
が
進
む

と
思
う
が
、
そ
の
対
策
は
。

熊撃退スプレーを
希望者に配布

回答（町長）

⑴　

放
置
さ
れ
た
果
樹
の
伐

採
や
生
ご
み
、
果
物
等
を
人

家
や
農
地
に
放
置
し
な
い
よ

う
周
知
す
る
。

熊
対
策
と
し
て
、

身
体
を
守
る
た

め
に
最
も
効
果

が
あ
る
「
熊
撃

退
ス
プ
レ
ー
」

に
つ
い
て
、
受

益
者
負
担
も
考

え
な
が
ら
必
要
と
す
る

農
林
事
業
者
に
配
備
さ

れ
る
よ
う
支
援
し
て
い

き
た
い
。

⑵　

県
の
水
源
林
整
備

に
お
い
て
、
針
葉
樹
と

広
葉
樹
が
混
交
す
る
森

に
移
行
す
る
こ
と
で
、

熊
の
餌
資
源
と
な
る
ブ

ナ
や
コ
ナ
ラ
の
広
葉
樹

が
育
成
で
き
る
取
組
を

行
っ
て
い
る
。

⑶　

農
地
等
に
セ
ン
サ

ー
カ
メ
ラ
を
設
置
し
て

監
視
体
制
を
強
化
す
る

こ
と
で
、
移
動
ル
ー
ト

の
解
明
な
ど
を
進
め
る
。

ま
た
、
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ

の
生
息
調
査
結
果
が
令

和
六
年
度
以
降
に
出
る

の
で
、
そ
れ
ら
を
踏
ま

え
て
荒
廃
地
対
策
に
活

か
し
て
い
き
た
い
。

条
　
例

▼
議
案
48　

松
田
町
税
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、

国
外
居
住
親
族
に
係
る
扶
養

控
除
の
見
直
し
に
あ
わ
せ
、

個
人
町
民
税
の
均
等
割
非
課

税
の
判
定
に
用
い
る
扶
養
親

族
の
規
定
に
つ
い
て
所
要
の

改
正
を
す
る
た
め
、
提
案
さ

れ
た
も
の
で
す
。

▼
議
案
49　

松
田
町
西
平
畑

公
園
の
管
理
に
関
す
る
条
例

　

都
市
公
園
法
（
昭
和
31
年

法
律
第
79
号
）
及
び
松
田
町

公
園
条
例
（
平
成
５
年
松
田

町
条
例
第
19
号
）
に
定
め
る

も
の
の
ほ
か
、
持
続
可
能
な

地
域
振
興
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
、
松
田
町
西
平

畑
公
園
の
管
理
に
関
し
必
要

な
事
項
を
定
め
る
た
め
、
提

案
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

産
業
厚
生
常
任
委
員
会
に

付
託
し
、
継
続
審
査
と
な
り

ま
し
た
。

▼
議
案
50　

松
田
町
公
園
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

松
田
町
立
公
園
の
健
全
で

持
続
可
能
な
発
達
を
図
る
た

め
に
、
そ
の
管
理
に
関
し
所

要
の
改
正
を
す
る
た
め
、
提

案
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

産
業
厚
生
常
任
委
員
会
に

付
託
し
、
継
続
審
査
と
な
り

ま
し
た
。

▼
議
案
51　

松
田
町
寄
み
や

ま
運
動
広
場
の
設
置
及
び
管

理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　

松
田
町
寄
み
や
ま
運
動
広

場
の
施
設
の
維
持
管
理
及
び

整
備
に
要
す
る
財
源
を
確
保

す
る
こ
と
に
よ
り
、
持
続
可

能
な
施
設
運
営
及
び
地
域
活

性
化
の
推
進
を
図
る
た
め
に
、

所
要
の
改
正
を
す
る
た
め
、

提
案
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

産
業
厚
生
常
任
委
員
会
に

付
託
し
、
慎
重
に
審
査
を
行

い
ま
し
た
。

　

審
査
の
結
果
、
委
員
会
報

告
（
８
ペ
ー
ジ
掲
載
）
の
と

お
り
賛
成
多
数
で
可
決
し
ま

し
た
。

　

本
会
議
で
委
員
会
報
告
、

反
対
・
賛
成
討
論
を
行
い
、

採
決
の
結
果
、
可
決
と
な
り

ま
し
た
。

▼
議
案
52　

松
田
町
寄
テ
ニ

ス
コ
ー
ト
の
設
置
及
び
管
理

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

　

松
田
町
寄
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

の
施
設
の
維
持
管
理
及
び
整

備
に
要
す
る
財
源
を
確
保
す

る
こ
と
に
よ
り
、
持
続
可
能

な
施
設
運
営
及
び
地
域
活
性

化
の
推
進
を
図
る
た
め
に
、

所
要
の
改
正
を
す
る
た
め
、

提
案
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

産
業
厚
生
常
任
委
員
会
に

付
託
し
、
慎
重
に
審
査
を
行

い
ま
し
た
。

　

審
査
の
結
果
、
委
員
会
報

告
（
９
ペ
ー
ジ
掲
載
）
の
と

お
り
賛
成
多
数
で
可
決
し
ま

し
た
。

　

本
会
議
で
委
員
会
報
告
、

反
対
・
賛
成
討
論
を
行
い
、

採
決
の
結
果
、
可
決
と
な
り

ま
し
た
。

定
例
会
の

　
審
議
の
概
要

再
び
熊
が
出
没
、生
活
圏
で

�

人
命
を
守
る
対
策
は
！

質
問
者

　
田
代
　
実
　
議
員

ツキノワグマの痕跡
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議案第51号　松田町寄みやま運動広場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

産業厚生常任委員会報告（抜粋）
１．審査の結果
　　採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。
２． 審査の内容
　�　観光経済課長及び担当職員出席のもと、詳細な説明を受け、利用実績の確認と今後の利用見込み、県
内市町の料金の比較等について審査しました。

　　審査の結果、適切なものであると判断しました。なお、次の項目について強く申し入れをします。
（1）利用料金については、あくまで上限額であるので、実料金を設定する際には慎重に検討されたい。
（２）利用料金を改定する際は、今後施設の整備充実に留意されたい。
（3）利用者に対し料金の改定を行う際は、事前に十分な周知を図られたい。

議案第51号　松田町寄みやま運動広場の設置及び
 管理に関する条例の一部を改正する条例【討論】

反対討論 井上　栄一　議員

賛成討論 中津川　定雄　議員

　私は、議案第５1号松田町寄みやま運動広場の設置
及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、
反対の立場で討論を行います。
　この一部改正の条例は、寄みやま運動広場の利用料
について利用者に受益者負担をしてもらうため料金を
増額する一部改正です。受益者負担を増額するが、寄
みやま運動広場は、今後のリニューアルや改修の予定
もないため、料金の増額分は維持管理費に対する財源
補填となるだけです。
　執行者は、料金を改訂する前に借地料や維持管理費
の検討・削減に努め、財源を捻出するようにするべき
であります。
　また、他の公共施設で利用料金を規定している条例
とは違い、料金設定が利用料金の上限額を条例で定め
る方式としています。寄みやま運動広場のこれまでの
利用料金は、町内居住・町外居住者とも条例規定額

（＝上限額）の1/２を徴収していました。
　今後の条例改正後の徴収見込み金額は、町内居住者
は条例規定額の1００％＝上限額を、町外居住者は条
例規定額の６０％～２/3を実際の徴収額とする改正で
あり、町民等に対して非常に分かりにくい条例とする
一部改正です。
　そして、この条例のように上限設定し、利用料金と
金額の範囲内での執行を定めるような料金徴収の方式
は、執行者、指定管理者の裁量で利用料金を決めるこ
とができる規定となり、町民・利用者の負担を決める
権利を持つ議会として、一つの金額を議決し、町民に
ご負担いただくという条例議決権に対し、不適当な条
例改正であり、この一部改正条例で料金の上限設定を
する規定を正さなかった点についても強く反対します。
　以上、本議案に対する反対討論とさせていただきま
す。

　議案第５1号　松田町寄みやま運動広場の設置及び
管理に関する条例の一部を改正する条例について、賛
成の立場として討論させて頂きます。
　使用料等に関する他の条例では金額イコール使用料
となっていますが、本条例では、これまで同様上限額
を設定し幅を持たせた中で適切な使用料を決定してい
くことで良いと考えます。
　現にみやま運動広場の場合、一時間当たりの使用料

は５５０円となっており、条例改正のように倍の額に
しても11００円になります。
　他町の公園、中井町の中井中央公園は、グランドの
面積は若干違いますが、同程度の規模であり、一時間
当たり1０２０円、�大井町の山田グランドは、一時間当
たり1０００円とほぼ同額となっており、近隣町と比
較しても適切な金額となっていることから賛成するも
のです。
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議案第52号　松田町寄テニスコートの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

産業厚生常任委員会報告（抜粋）
１．審査の結果　採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。
２． 審査の内容
　�　観光経済課長及び担当職員出席のもと、詳細な説明を受け、利用実績の確認と今後の利用見込み、県
内市町の料金の比較等について審査しました。

　　審査の結果、適切なものであると判断しました。なお、次の項目について強く申し入れをします。
（1）利用料金については、あくまで上限額であるので、実料金を設定する際には慎重に検討されたい。
（２）利用料金を改定する際は、今後施設の整備充実に留意されたい。
（3）利用者に対し料金の改定を行う際は、事前に十分な周知を図られたい。
（4）利用者の安全性や利便性向上に努められたい。

議案第52号　松田町寄テニスコートの設置及び
 管理に関する条例の一部を改正する条例【討論】

反対討論 井上　栄一　議員

賛成討論 中津川　定雄　議員

　私は、議案第５２号松田町寄テニスコートの設置及
び管理に関する条例の一部を改正する条例について、
反対の立場で討論を行います。
　この一部改正の条例は、寄テニスコートの利用料金
について利用者に受益者負担をしてもらうため料金を
増額する一部改正です。受益者負担を増額するが、寄
テニスコートはコートの人工芝も手を入れ補修張替え
等の対策が必要であり危険性をはらんでいるのが現状
です。また、今後のリニューアルや改修の予定もない
ため、料金の増額分は維持管理費に対する財源補填と
なるだけです。
　近隣のテニスコートの使用料金等を比較しても、同
等な利用料金でも寄テニスコートにおけるコートやト
イレ駐車場などの設備とは違います。そうした近隣施
設との設備面等を考慮しないで安直に1時間1０００円
を２０００円とする条例改正には反対です。
　松田町民の利用が多い寄テニスコートです。安直な
値上げで町民の利用を控えさせない、町民の福祉向上
のための施設であるべきです。
　また、寄みやま運動広場の改正条例と同様に料金設

定が利用料金の上限額を条例で定める方式としていま
す。
　寄テニスコートのこれまでの利用料金は、今までは
1時間1０００円の条例規定額の1/２、５００円＋消費
税を徴収していました。
　今後の条例改正後の徴収見込み金額は、町内居住者
は条例規定額の1/２、1０００円+消費税を実際の徴収
額とする改正であり、町民等に対して非常に分かりに
くい条例とする一部改正です。
　そして、この条例のように上限設定し、利用料金と
金額の範囲内での執行を定めるような料金徴収の方式
は、執行者、指定管理者の裁量で利用料金を決めるこ
とができる規定となり、町民・利用者の負担を決める
権利を持つ議会として、一つの金額を議決し、町民に
ご負担いただくという条例議決権に対し、不適当な条
例改正であり、この一部改正条例で料金の上限設定を
する規定を正さなかった点についても強く反対します。
　以上、本議案に対する反対討論とさせていただきま
す。

　議案第５２号　松田町寄テニスコートの設置及び管
理に関する条例の一部を改正する条例について、賛成
の立場として討論させて頂きます。
　みやま運動広場の場合と同じですが、使用料等に関
する他の条例では金額イコール使用料となっています。
井上議員がおっしゃるとおり上限額の設定については
この様なやり方で良いのか疑問がありますが、今後の
課題として捉えておきたいと思います。

　今回については、本条例のとおり、これまで同様上
限額を設定し幅を持たせた中で適切な使用料を決定し
ていくことで良いと考えます。
　町民の実際の使用料については1/２減免になるの
で一時間当たり最大1０００円になります。近隣他町
のテニスコートの使用料に比べると若干高いですが、
今後の付帯施設の利便性向上の財源として活用すべき
であると考えることから賛成するものです。
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議案第53号　松田町水道事業等に関する設置条例の一部を改正する等の条例

産業厚生常任委員会報告（抜粋）
１．審査の結果　採決の結果、賛成全員で別紙のとおり原案の一部を修正可決すべきものと決定しました。
２． 審査の内容
　�　環境上下水道課長及び担当職員出席のもと、詳細な説明を受け質疑を行い審査しました。審査の結果、
打ち切り決算という会計処理を行うには期日を指定する必要があるため一部修正を行いました。それ以
外については、平成31年1月２６日付け総務大臣からの通知により、寄簡易水道事業特別会計及び下水
道事業特別会計を法適化するものであるので、適切であると判断しました。なお、次の項目について申
し入れをします。
（1）松田町水道事業運営審議会及び松田町生活排水処理施設運営審議会の答申を尊重し、健全な事業運
営を図られたい。

（２）法適化された公営企業会計は令和６年4月1日から開始となるため、移行にあたっては適正かつ円
滑に進められたい。

（別紙）議案第５3号　松田町水道事業等に関する設置条例の一部を改正する等の条例に対する修正案
　　条例の一部を次のように修正する。
　　附則第1項中「公布の日」を「令和６年4月1日」に改める。

議案第56号　松田町体育館の設置及び管理に関
する条例の一部を改正する条例

総務文教常任委員会報告（抜粋）
１．審査の結果
　 　採決の結果、賛成全員で原案のとおり可決す
べきものと決定しました。

２． 審査の内容
　�　教育課長及び担当職員出席のもと、詳細な説
明を受け質疑を行い慎重に審査しました。
　�　審査の結果、近隣町と比較し、妥当な使用料
等であると判断しました。
　�　なお、松田町体育館の有効活用のため稼働率
向上が見込めるよう円滑な適正運営を図ること
を要望する。

議案第54号　松田町有施設使用条例の一部を改
正する条例

総務文教常任委員会報告（抜粋）
１．審査の結果
　 　採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決す
べきものと決定しました。

２． 審査の内容
　�　教育課長及び担当職員出席のもと、詳細な説
明を受け質疑を行い慎重に審査しました。
　�　審査の結果、近隣町との使用料金を比較して
妥当なものと判断しました。
　�　引き続き光熱費等の急騰による外部要因と構
造的な赤字の解消に努められたい。

▼
議
案
53　

松
田
町
水
道
事

業
等
に
関
す
る
設
置
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例

　

令
和
６
年
４
月
１
日
よ
り
、

寄
簡
易
水
道
事
業
及
び
下
水

道
事
業
が
公
営
企
業
会
計
の

法
適
化
を
全
面
適
用
す
る
こ

と
に
伴
い
、
条
例
の
一
部
改

正
と
廃
止
な
ど
所
要
の
改
正

を
す
る
た
め
、
提
案
さ
れ
た

も
の
で
す
。

　

産
業
厚
生
常
任
委
員
会
に

付
託
し
、
慎
重
に
審
査
を
行

い
ま
し
た
。

　

審
査
の
結
果
、
一
部
修
正

を
行
い
、
委
員
会
報
告
の
と

お
り
賛
成
全
員
で
可
決
し
ま

し
た
。
本
会
議
で
委
員
会
報

告
を
行
い
、
採
決
の
結
果
、

可
決
と
な
り
ま
し
た
。

▼
議
案
54　

松
田
町
有
施
設

使
用
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

　

松
田
町
有
施
設
の
運
営
の

適
正
化
を
図
る
た
め
に
使
用

料
の
改
正
を
す
る
た
め
、
提

案
さ
れ
た
も
の
で
す
。
総
務

文
教
常
任
委
員
会
に
付
託
し
、

慎
重
に
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

審
査
の
結
果
、
委
員
会
報

告
の
と
お
り
賛
成
多
数
で
可

決
し
ま
し
た
。
本
会
議
で
委

員
会
報
告
を
行
い
、
採
決
の

結
果
、
可
決
と
な
り
ま
し
た
。

▼
議
案
56　

松
田
町
体
育
館

の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
　

松
田
町
体
育
館
の
運
営
の

適
正
化
を
図
る
た
め
に
使
用

料
の
改
正
を
す
る
た
め
、
提

案
さ
れ
た
も
の
で
す
。
総
務

文
教
常
任
委
員
会
に
付
託
し
、

慎
重
に
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

審
査
の
結
果
、
委
員
会
報

告
の
と
お
り
賛
成
全
員
で
可

決
し
ま
し
た
。
本
会
議
で
委

員
会
報
告
を
行
い
、
採
決
の

結
果
、
可
決
と
な
り
ま
し
た
。

河南沢配水池



11 討論は、討論者本人の原稿を尊重し編集しています。

議案第55号　松田町生涯学習センター条例の一部を改正する条例

総務文教常任委員会報告（抜粋）
１．審査の結果　採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。
２． 審査の内容
　�　教育課長及び担当職員出席のもと、詳細な説明を受け質疑を行い慎重に審査しました。
　�　審査の結果、慢性的な赤字を抱える松田町生涯学習センターに関し、様々な試算による料金改定への
影響を鑑みても赤字幅を縮める手段として、今回の料金改定は有効と判断しました。

議案第55号　松田町生涯学習センター条例の一部を
 改正する条例【討論】

反対討論 井上　栄一　議員

▼
議
案
55　

松
田
町
生
涯
学

習
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　

松
田
町
生
涯
学
習
セ
ン
タ

ー
の
運
営
の
適
正
化
を
図
る

た
め
に
使
用
料
の
改
正
を
す

る
た
め
、
提
案
さ
れ
た
も
の

で
す
。
総
務
文
教
常
任
委
員

会
に
付
託
し
、
慎
重
に
審
査

を
行
い
ま
し
た
。

　

審
査
の
結
果
、
委
員
会
報

告
の
と
お
り
賛
成
多
数
で
可

決
し
ま
し
た
。

　

本
会
議
で
委
員
会
報
告
を

行
い
、
採
決
の
結
果
、
可
決

と
な
り
ま
し
た
。

▼
議
案
68　

松
田
町
国
民
健

康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

　

全
世
代
対
応
型
の
持
続
可

能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築

す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
令
和
５
年
法
律
第
31
号
）

の
施
行
に
伴
う
国
民
健
康
保

険
法
施
行
令
（
昭
和
33
年
政

令
第
３
６
２
号
）
の
一
部
改

正
に
よ
り
、
出
産
す
る
被
保

険
者
に
係
る
産
前
産
後
期
間

相
当
分
の
国
民
健
康
保
険
税

の
減
額
等
に
つ
い
て
、
所
要

の
改
正
を
す
る
た
め
、
提
案

さ
れ
た
も
の
で
す
。

指
定
管
理

▼
議
案
57　

松
田
町
寄
自
然

休
養
村
管
理
セ
ン
タ
ー
の
指

定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

▼
議
案
58　

松
田
町
寄
み
や

ま
運
動
広
場
の
指
定
管
理
者

の
指
定
に
つ
い
て

▼
議
案
59　

松
田
町
寄
テ
ニ

ス
コ
ー
ト
の
指
定
管
理
者
の

指
定
に
つ
い
て

　

以
上
の
３
施
設
を
令
和
６

年
４
月
１
日
か
ら
令
和
11
年

３
月
31
日
ま
で
、
有
限
会
社

み
や
ま
の
里
を
指
定
管
理
者

に
指
定
す
る
も
の
で
す
。

▼
議
案
60　

松
田
町
創
生
推

進
拠
点
施
設
の
指
定
管
理
者

の
指
定
に
つ
い
て

　

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
11
年
３
月
31
日
ま
で
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ア
シ
ガ
ラ
パ
ー

ト
ナ
ー
ズ
を
指
定
管
理
者
に

指
定
す
る
も
の
で
す
。

　私は、議案第５５号松田町生涯学習センター条例の
一部を改正する条例について、反対の立場で討論を行
います。この一部改正の条例は、松田町生涯学習セン
ターのホール・練習室等の基本使用料について利用者
に受益者負担をという趣旨で使用料を増額する一部改
正です。
　委員会報告では、「慢性的な赤字を抱えるため」と
ありますが、旧町民文化センター開館のとき、「これ
だけの規模の施設を町がどう維持管理していくのか。
という課題に対し町当局は、同時期に開設するチェッ
クメイトカントリークラブからのゴルフ場利用税と同
クラブからの町有地や２カ町組合からの土地貸付収入
で賄える」としました。4年度決算の生涯学習センター
管理費の決算額は約43６０万円、ゴルフ場利用税と
土地貸付収入合わせた4年度収入決算額は、約1億円
です。大雑把な数字ですが、旧町民文化センターの維
持管理費の財源とするという開設当初の目的には十分
な額だと理解します。

　そして、生涯学習センターのような施設は、これだ
けの面積や設備を備える建物は民間の力でもなかなか
できないところ、町民や近隣の市民・町民に生活の豊
かさをもたらすため、文化の向上のために自治体が作
り上げている施設であり、利用者の負担は使用に伴う
電気料金等の負担程度に抑えるべきであります。
　まして、今回の生涯学習センター条例の一部改正条
例では、いきなり２倍以上の使用料の増額であります。
改正予定の松田町生涯学習センター大ホール使用料は、
令和3年に開館した小田原市の三の丸ホールよりも、
また平成4年に開館した南足柄市文化会館大ホールよ
りも高い使用料となります。今回のような使用料が増
額されれば、現在年間６回程度の外部利用が今後はま
すます減少していくのではないでしょうか。
　以上の観点から、松田町生涯学習センター条例の一
部を改正する条例における使用料の増額補正には、強
く反対します。以上、本議案に対する反対討論とさせ
ていただきます。
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補
正
予
算

▼
議
案
61　

令
和
５
年
度
松

田
町
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
６
号
）

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
億

５
４
３
万
５
千
円
を
追
加
し
、

予
算
総
額
を
56
億
９
５
２
８

万
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　

主
な
内
容
は
、
歳
入
が
物

価
高
騰
対
応
重
点
支
援
地
方

創
生
臨
時
交
付
金
な
ど
、
歳

出
は
、
物
価
高
騰
対
応
重
点

支
援
地
方
創
生
臨
時
交
付
金

充
当
事
業
や
国
民
健
康
保
険

及
び
介
護
保
険
事
業
特
別
会

計
繰
出
金
、
感
染
症
予
防
事

業
、
私
立
幼
稚
園
等
教
育
給

付
費
な
ど
の
補
正
を
す
る
も

の
で
す
。

▼
議
案
62　

令
和
５
年
度
松

田
町
国
民
健
康
保
険
事
業
特

別
会
計
補
正
予
算
（
第
２

号
）

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
６
２

７
万
６
千
円
を
減
額
し
、
予

算
総
額
を
12
億
７
４
３
８
万

円
と
す
る
も
の
で
す
。

　

主
な
内
容
は
、
人
事
異
動

等
に
伴
う
人
件
費
及
び
財
政

調
整
基
金
の
利
子
の
補
正
を

す
る
も
の
で
す
。

▼
議
案
63　

令
和
５
年
度
松

田
町
国
民
健
康
保
険
診
療
所

事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
58
万

９
千
円
を
増
額
し
、
予
算
総

額
を
５
２
２
５
万
１
千
円
と

す
る
も
の
で
す
。

　

主
な
内
容
は
、
人
事
異
動

等
に
伴
う
人
件
費
の
補
正
を

す
る
も
の
で
す
。

▼
議
案
64　

令
和
５
年
度
松

田
町
寄
簡
易
水
道
事
業
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
０

８
万
円
を
追
加
し
、
予
算
総

額
を
５
５
８
６
万
円
と
す
る

も
の
で
す
。

　

主
な
内
容
は
、
歳
入
が
一

般
会
計
繰
入
金
、
公
営
企
業

会
計
化
に
よ
り
廃
止
と
な
る

運
営
基
金
の
繰
入
金
、
前
年

度
繰
越
金
、
歳
出
は
財
源
の

補
正
を
す
る
も
の
で
す
。

▼
議
案
65　

令
和
５
年
度
松

田
町
介
護
保
険
事
業
特
別
会

計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
４
０

１
万
円
を
追
加
し
、
予
算
総

額
を
12
億
１
０
７
万
４
千
円

と
す
る
も
の
で
す
。

　

主
な
内
容
は
、
歳
入
が
地

域
支
援
事
業
支
援
交
付
金
な

ど
、
歳
出
は
職
員
給
与
費
や

要
支
援
者
等
を
対
象
と
し
た

通
所
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
介
護

認
定
審
査
会
シ
ス
テ
ム
等
の

改
修
費
負
担
金
な
ど
の
補
正

を
す
る
も
の
で
す
。

▼
議
案
66　

令
和
５
年
度
松

田
町
後
期
高
齢
者
医
療
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
０

９
０
万
８
千
円
を
追
加
し
、

予
算
総
額
を
２
億
３
７
０
万

７
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　

主
な
内
容
は
、
歳
入
が
保

険
基
盤
安
定
繰
入
金
、
前
年

度
繰
越
金
、
歳
出
は
後
期
高

齢
者
医
療
広
域
連
合
納
付
金

な
ど
の
補
正
を
す
る
も
の
で

す
。

名
誉
町
民

▼
議
案
67　

松
田
町
名
誉
町

民
の
推
挙
に
つ
い
て

　

町
政
の
発
展
に
顕
著
な
貢

献
を
さ
れ
た
功
績
と
栄
誉
を

た
た
え
、
松
田
町
名
誉
町
民

条
例
に
規
定
さ
れ
た
、
名
誉

町
民
の
称
号
を
贈
る
た
め
、

次
の
方
が
提
案
さ
れ
、
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

�

島し
ま

村む
ら

俊
し
ゅ
ん

介す
け　

氏

同
　
　
意

▼
同
意
10
・
11　

人
権
擁
護

委
員
の
推
薦
に
つ
い
て

　

任
期
満
了
に
伴
い
、
次
の

方
が
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

�

吉よ
し

濱は
ま

容よ
う

子こ　

氏

�

平ひ
ら

原は
ら

有ゆ
う

郎ろ
う　

氏

審
議
の
結
果

　

採
決
の
結
果
は
、
15
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

発
　
　
議

▼
発
議
４　

町
長
の
専
決
処

分
事
項
に
関
す
る
条
例

　

町
長
が
専
決
処
分
す
る
こ

と
に
つ
い
て
議
会
の
権
限
に

属
す
る
軽
易
な
事
項
を
指
定

す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
南

雲
議
員
が
提
案
者
と
な
り
議

員
全
員
（
議
長
は
除
く
）
が

賛
成
者
と
な
り
、
本
会
議
に

提
出
し
、
賛
成
全
員
で
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

発議第4号

町長の専決処分事項に関する条例（抜粋）
第1条　松田町議会の権限に属する事項中、次の事
項については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）
第1８０条第1項の規定により、町長の専決処分事項
に指定する。
⑴　法律上町の義務に属する損害賠償において、交通
事故等に係るもので自動車損害賠償保障法（昭和3０
年法律第９７号）の適用を受け、同法に規定する当該
保険金の最高限度額以内のものについてその額を定め
ること。
⑵　前号に係る和解に関すること。
⑶　前２号に掲げるもののほか、目的価額が1００万
円以下の和解に関すること及び1００万円以下の損害
賠償の額を定めること。
⑷　法令の改正又は廃止に伴い、条例中の当該法令の
題名、条項又は用語を引用する規定を整理する場合で、
必然的に改正を要し、独自の判断をする余地がないと
きに限り、当該法令の題名、条項又は用語に係る規定
を改正すること。
附　則　この条例は、公布の日から施行する。
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▼
自
治
功
労
者
表
彰
式
・
町

村
議
会
議
員
研
修
会
（
神
奈

川
県
町
村
議
会
議
長
会
主
催
）

・
日
時　

11
月
17
日
（
金
）

�

13
時
15
分
～
15
時
30
分

・
場
所　

葉
山
町
福
祉
文
化

会
館

・
表
彰
内
容　

県
内
町
村
議

会
議
員
１
名
が
表
彰
（
11
年

以
上
議
員
と
し
て
地
方
自
治

の
発
展
に
功
績
の
あ
っ
た

者
）
さ
れ
ま
し
た
。

・
研
修
会
テ
ー
マ

「
若
々

し
い
高
齢
者
で
あ
る
た
め
の

行
動
学
」

・
講
師　

順
天
堂
大
学
大
学

院
医
学
研
究
科
心
臓
血
管
外

科
学
特
任
教
授　

学
校
法
人

順
天
堂
理
事　

天
野

篤

氏

▼
発
議
３　

議
会
タ
ブ
レ
ッ

ト
運
用
推
進
特
別
委
員
会
設

置
に
関
す
る
決
議
の
提
出
に

つ
い
て

　

Ⅰ
Ｃ
Ｔ
の
活
用
に
よ
り
議

会
・
議
員
活
動
の
充
実
や
効

率
化
を
図
る
た
め
設
置
す
る

も
の
で
、
南
雲
議
員
が
提
案

者
と
な
り
、
本
会
議
に
提
出

し
、
賛
成
全
員
で
可
決
さ
れ

ま
し
た
。

委

員

長�

井
上　

栄
一

副
委
員
長�

中
津
川
定
雄

委　
　

員�

北
村　

和
士

�

武
尾　

哲
治

�

古
谷
星
工
人

�

寺
嶋　
　

正

▼
第
67
回
町
村
議
会
議
長
全

国
大
会
（
全
国
町
村
議
会
議

長
会
主
催
）

・
日
時　

11
月
29
日
（
水
）

12
時
～
14
時
30
分

・
場
所　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ホ
ー
ル

・
内
容　

地
方
自
治
の
精
神

と
原
則
に
立
ち
、
住
民
自
治

に
基
づ
く
個
性
と
活
力
に
満

ち
た
町
村
の
実
現
を
期
す
る

た
め
、
各
種
要
望
、
決
議
等

を
行
い
ま
し
た
。

・
研
修
会
テ
ー
マ

「
地
域

か
ら
輝
く
日
本
へ
～
未
来
へ

の
選
択
と
責
任
」

・
講
師　

フ
リ
ー
キ
ャ
ス
タ

ー
事
業
創
造
大
学
院
大
学
客

員
教
授　

伊
藤　

聡
子　

氏

議
員
参
加
研
修
報
告

第
5
回
臨
時
会

　

10
月
25
日
に
第
５
回
臨
時

会
を
開
催
し
、
工
事
請
負
契

約
１
件
、
補
正
予
算
１
件
を

審
査
し
ま
し
た
。

▼
議
案
39　

工
事
請
負
契
約

の
変
更
に
つ
い
て
（
令
和
４

年
度
松
田
町
立
松
田
中
学
校

校
舎
大
規
模
改
修
工
事
（
そ

の
１
）（
繰
越
明
許
））

　

外
壁
改
修
工
の
改
修
箇
所

が
、
設
計
数
量
よ
り
増
加
し

た
こ
と
に
よ
り
請
負
代
金
を

増
額
す
る
た
め
、
松
田
町
議

会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約

及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分

に
関
す
る
条
例
第
２
条
の
規

定
に
よ
り
提
案
さ
れ
た
も
の

で
す
。

▼
議
案
40　

令
和
５
年
度
松

田
町
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
４
号
）

　

健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
３
階

休
憩
室
の
エ
ア
コ
ン
設
置
工

事
に
伴
う
事
業
費
の
補
正
予

算
で
す
。

議
会
タ
ブ
レ

ッ
ト
運
用
推

進
特
別
委
員

会
設
置

姉妹町（千葉県横芝光町）との議員交流
　令和５年11月1９日に、本町議会議員が横
芝光町を表敬訪問しました。当日は、町長を
始め町議会議員の皆様との意見交換や産業ま
つり、町立図書館の見学等を行いました。

　令和５年1０月1９日に、横芝光町議会の常任委員
会視察研修として議員14名と町長、議会事務局２
名が、本町を訪問され、SDGsの取り組み状況及
び松田小学校施設について視察研修をされました。

横芝光町役場庁舎前 松田小学校昇降口前
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第
6
回
臨
時
会

　

11
月
30
日
に
第
３
回
臨
時

会
を
開
催
し
、
条
例
２
件
、

補
正
予
算
５
件
を
審
査
し
ま

し
た
。

▼
議
案
41　

松
田
町
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　

人
事
院
勧
告
に
基
づ
く
国

家
公
務
員
の
給
与
改
定
に
準

じ
、
職
員
の
給
与
に
つ
い
て

所
要
の
改
正
を
す
る
た
め
、

提
案
さ
れ
た
も
の
で
す
。

▼
議
案
42　

松
田
町
会
計
年

度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費

用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　

人
事
院
勧
告
に
基
づ
く
国

家
公
務
員
の
給
与
改
定
に
準

じ
た
常
勤
職
員
の
給
与
条
例

の
改
正
を
踏
ま
え
、
一
般
職

員
と
し
て
の
均
衡
を
図
る
た

め
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の

給
与
に
つ
い
て
所
要
の
改
正

を
す
る
た
め
、
提
案
さ
れ
た

も
の
で
す
。

▼
議
案
43　

令
和
５
年
度
松

田
町
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
５
号
）

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
67
万

４
千
円
を
追
加
し
、
予
算
総

額
を
55
億
８
９
８
４
万
５
千

円
と
す
る
も
の
で
す
。

　

主
な
内
容
は
、
歳
入
が
子

ど
も
・
子
育
て
支
援
国
庫
交

付
金
な
ど
、
歳
出
は
、
人
事

院
勧
告
に
よ
る
職
員
給
与
費

等
の
補
正
を
す
る
も
の
で
す
。

▼
議
案
44　

令
和
５
年
度
松

田
町
国
民
健
康
保
険
事
業
特

別
会
計
補
正
予
算
（
第
１

号
）

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
９

７
９
万
円
を
追
加
し
、
予
算

総
額
を
12
億
８
０
６
５
万
６

千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　

主
な
内
容
は
、
歳
入
が
前

年
度
繰
越
金
な
ど
、
歳
出
は
、

人
事
院
勧
告
に
よ
る
職
員
給

与
費
等
の
補
正
を
す
る
も
の

で
す
。

▼
議
案
45　

令
和
５
年
度
松

田
町
上
水
道
事
業
会
計
補
正

予
算
（
第
２
号
）

　

人
事
院
勧
告
に
よ
る
職
員

給
与
費
等
の
補
正
を
す
る
も

の
で
す
。

▼
議
案
46　

令
和
５
年
度
松

田
町
下
水
道
事
業
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
２
号
）

　

人
事
院
勧
告
に
よ
る
職
員

給
与
費
等
の
補
正
を
す
る
も

の
で
す
。

▼
議
案
47　

令
和
５
年
度
松

田
町
介
護
保
険
事
業
特
別
会

計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
49
万

円
を
追
加
し
、
予
算
総
額
を

11
億
９
７
０
６
万
４
千
円
と

す
る
も
の
で
す
。

　

主
な
内
容
は
、
人
事
院
勧

告
に
よ
る
職
員
給
与
費
等
の

補
正
を
す
る
も
の
で
す
。

議 案 審 議 結 果 一 覧
第5回臨時会（10月25日） ○…賛成　●…反対　可…可決　欠…欠席

議
案
等
番
号

議員名（議席順）

議案等

審
議
結
果

北
村
和
士

武
尾
哲
治

吉
田　

功

中
津
川 

定
雄

秋
田
谷 

光
彦

古
谷 

星
工
人

田
代　

実

井
上　

栄
一

南
雲 

ま
さ
子

飯
田　

一

寺
嶋　

正

議案39 工事請負契約の変更について（令和4年度松田町立松田中学
校校舎大規模改修工事（その1）（繰越明許）） 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

40 令和5年度松田町一般会計補正予算（第4号） 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第6回臨時会（11月30日） 

議案41 松田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

42 松田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
の一部を改正する条例 可 ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ ○

43 令和5年度松田町一般会計補正予算（第5号） 可 ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ ○

44 令和5年度松田町国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号） 可 ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ ○

45 令和5年度松田町上水道事業会計補正予算（第2号） 可 ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ ○

46 令和5年度松田町下水道事業特別会計補正予算（第2号） 可 ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ ○

47 令和5年度松田町介護保険事業特別会計補正予算（第2号） 可 ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ ○

※　平野由里子議長は採決には加わらない。
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議 案 審 議 結 果 一 覧
第4回定例会（12月議会） ○…賛成　●…反対　可…可決　同…同意

議
案
等
番
号

議員名（議席順）

議案等

審
議
結
果

北
村
和
士

武
尾
哲
治

吉
田
　

功

中
津
川 

定
雄

秋
田
谷 
光
彦

古
谷 
星
工
人

田
代
　

実

井
上　

栄
一

南
雲 

ま
さ
子

飯
田
　

一

寺
嶋
　

正

議案48 松田町税条例の一部を改正する条例 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

49 松田町西平畑公園の管理に関する条例 産業厚生常任委員会に付託、閉会中の継続審査

50 松田町公園条例の一部を改正する条例 産業厚生常任委員会に付託、閉会中の継続審査

51 松田町寄みやま運動広場の設置及び管理に関する条例の一
部を改正する条例（産業厚生常任委員会報告） 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ●

52 松田町寄テニスコートの設置及び管理に関する条例の一部
を改正する条例（産業厚生常任委員会報告） 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ●

53 松田町水道事業等に関する設置条例の一部を改正する等の
条例（産業厚生常任委員会報告） 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

54 松田町有施設使用条例の一部を改正する条例（総務文教常任
委員会報告） 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ●

55 松田町生涯学習センター条例の一部を改正する条例（総務文
教常任委員会報告） 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ●

56 松田町体育館の設置及び管理に関する条例の一部を改正す
る条例（総務文教常任委員会報告） 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○

57 松田町寄自然休養村管理センターの指定管理者の指定につ
いて 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

58 松田町寄みやま運動広場の指定管理者の指定について 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

59 松田町寄テニスコートの指定管理者の指定について 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

60 松田町創生推進拠点施設の指定管理者の指定について 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

61 令和5年度松田町一般会計補正予算（第６号） 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

62 令和5年度松田町国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号） 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

63 令和5年度松田町国民健康保険診療所事業特別会計補正予算
（第2号） 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

64 令和5年度松田町寄簡易水道事業特別会計補正予算（第1号） 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

65 令和5年度松田町介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

66 令和5年度松田町後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号） 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

67 松田町名誉町民の推挙について 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

68 松田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

同意10・11 人権擁護委員の推薦について 同 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

発議 3 議会タブレット運用推進特別委員会設置に関する決議の提
出について 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 町長の専決処分事項に関する条例の制定について 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
※　平野由里子議長は採決には加わらない。
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編　　集
あとがき

　

令
和
６
年
、
辰
年
の
幕
開

け
は
能
登
半
島
地
震
が
起
こ

り
、
心
痛
に
堪
え
な
い
年
始

と
な
り
ま
し
た
。
一
日
も
早

い
復
興
を
祈
念
致
し
ま
す
。

　

松
田
町
で
は
２
月
３
日
よ

り
桜
ま
つ
り
を
開
催
し
ま
す
。

町
一
番
の
賑
わ
い
や
ア
ピ
ー

ル
に
な
る
お
祭
り
な
の
で
、

滞
り
な
い
開
催
を
願
っ
て
い

ま
す
。

　

さ
て
12
月
定
例
議
会
で
は

新
入
を
含
め
10
名
の
一
般
質

問
と
、
23
議
案
の
審
議
を
行

い
ま
し
た
。
議
会
広
報
広
聴

常
任
委
員
会
で
は
、
よ
り
開

か
れ
た
議
会
を
目
指
し
、
分

か
り
や
す
い
編
集
を
心
が
け

て
い
き
ま
す
。
今
年
も
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

�

（
武
尾
）

議
会
広
報
広
聴
常
任
委
員
会

委
員
長　

��

吉
田　
　

功

副
委
員
長　

��

武
尾　

哲
治

委　
　

員　

��

平
野
由
里
子

委　
　

員　

��

秋
田
谷
光
彦

委　
　

員　

��

中
津
川
定
雄

委　
　

員　

��

北
村　

和
士

勝広道場　剣道教士7段　杉
すぎ

能
の

均
きん

一
いち

さん（神山在住）

稽古して、心身を鍛え、
 明るい未来を築きましょう

令和6年 第1回定例会は
3月5日（火）開会予定
ぜひ、傍聴にお越しください。

発熱等症状がおありの方は、ご遠慮ください。

　住みやすい町を目指して活動されて
いる方や団体で、このコーナーに寄稿
してくださる方を募集しています。
　希望される方は下記までご連絡くだ
さい。

　私の剣道の始まりは、小学校時代のチャンバラ
仲間と中学校の剣道部に入部したのがきっかけで
す。以来６０年以上学んでいます。

【勝広道場の歩みと現状】
　私が師範に就任した当時は数名の門弟でした。
その後後援会が結成され徐々に門弟が増加し最盛
期には７０名程に増えました。「竹刀を自由に操作
するには小学校3年生程度の体力が必要との理由
からその学年にならないと入門させない。」等と
入門条件を設けていました
が子どもの総数が減少したり、
スポーツの種目が増えたこと
などから現在は約3０名と激
減していますので指導法を工
夫し幼稚園児でも大歓迎とし
ています。そして現在は松田
町スポーツクラブ勝広道場
として、稽古会場を松田小
学校体育館で月・木1９:００
～２1:００で行っています。
　昨年3月に５０周年記念事業として剣道全日本
選手権において６回優勝された宮崎正裕先生、松
田町町長、松田警察署署長をお招きして稽古会を
行いました。

【剣道の特性・魅力】
　特徴としては、正月の鏡開き、暑中稽古、寒稽
古を行っています。鏡開きとは、無病息災を祈っ
て会食し健康に稽古を続けられるようにと祈り、
今年の各自の目標を発表して貰います。

　稽古は、防具を付けているとは言え相手を竹刀
で打つわけですから相手を尊重して特に礼儀を重
んじ尊重するのです。剣道では、礼儀が身に付く
ので就職した際に好感を持たれますね。
　暑中稽古、寒稽古は暑い時、寒い時を選んで稽
古するのです。剣道は、近代スポーツと違い運動
に適さない環境での稽古により心身を鍛えるため
にこのような稽古が行われています。理由は、自
分や自分の大切な人が暴漢に襲われた場合「今は

暑いから、寒いから対応でき
ない。」等とは言えないです
よね。どんな環境であっても
最善を尽くして守り切らねば
ならないですから。このよう
な稽古で気力・精神力・体力
が自然に身につきます。その
結果健康も増進されます。
　身長1９3センチで4０代の
会員もいます。７５歳の私は
1６3センチで3０センチの身

長差があっても怪我することもなく楽しく稽古で
きています。又、私は就職した時は3段の県下で
最低のレベルでした。その後諸先生・先輩のご指
導を頂き６０歳を過ぎてから県の代表選手として
全国大会に4回選んで頂けました。６０歳過ぎて
も実力が向上できることも魅力ですね。
　追記：私は、朝夕秋田犬と散歩しています。い
つでも気軽に声掛けしてください。大歓迎です。

宮崎  正裕先生をお迎えして


